事業計画通知書
平成○○年　　月　　日

ご近隣の皆様へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業主：氏名又は名称・代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計者：氏名又は名称・代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工者：氏名又は名称・代表者名
「（仮称）〇〇マンション新築工事」事業概要の通知
　拝啓、皆様におかれましてはますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
　この度、弊社におきまして、川崎市○○区○○＊丁目＊＊番他に（仮称）〇〇マンション新築工事を計画しております。「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に基づき、事前に事業計画の通知を書面にてさせていただきます。
　本建築物の計画概要を添付いたしましたので、御高覧の程よろしくお願い申し上げます。
　なお、事業計画の説明につきましては、標識（事業計画のお知らせ）設置（〇月〇日）後に、御説明にあがりたいと存じます。また、事業施工に際しましては、騒音・振動・危険防止等について細心の注意を払い、慎重に作業を進める所存でございます。
　何卒、皆様方の格別の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具

· 説明予定期間：平成○○年〇月〇日から平成○○年〇月○日まで
· 説明予定時間：午前〇時から午後〇時まで
【　計　画　概　要　】

[名　　称]　　　　　　（仮称）〇〇マンション新築工事
[位　　置]　　　　　　川崎市川崎区宮本町＊番＊
[区域面積]　　　　　　１，０８０．９０㎡
[地域・地区]　　　　　商業地域　　　防火地域　　日影規制なし
指定建ぺい率　○○％
指定容積率　　○○％
[構造・規模]　　　　　鉄筋コンクリート造　地上９階
[高　　さ]　　　　　　２７．３８ｍ
[基礎工法]　　　　　　場所打ちコンクリート杭
[用　　途]　　　　　　分譲用共同住宅
[住宅戸数]　　　　　　６０戸（ﾜﾝﾙｰﾑ15戸）
[駐車場]　　　　　　　４８台
[駐輪場]　　　　　　　１２０台　　　　　[バイク置場]　　　５台
[敷地面積]　　　　　　１，０８０．９０㎡
[建築面積]　　　　　　　　４３２．０２㎡
[延床面積]　　　　　　３，２８３．３８㎡
[予定工期]　　　　　　平成○○年月中旬～平成○○年〇月下旬
[事業者]　　　　　　　住所　川崎市川崎区宮本町＊番地
氏名　○○　○
[設計者]　　　　　　　住所　川崎市川崎区宮本町＊番地
氏名　□□建築設計（株）　□　□□
[施工者]　　　　　　　住所　川崎市中原区小杉町＊丁目＊－＊＊
氏名　□□建設（株）　（代）□□　□□
【　施　工　方　法　に　つ　い　て　】
　　[解体工期]　　　平成○年〇月中旬　～　平成○年〇月中旬（２ヶ月予定）
　　[建築工期]　　　平成○年〇月初旬　～　平成○年〇月末日（１２ヶ月予定）
１　作業時間及び休日について
（1） 作業時間は、原則として午前　時より午後　時までとします。
※ただし、作業準備・後片付けについては、上記時間の前後に作業を行う場合があります。
（2） 日曜日及び祭日は、休日とします。また、土曜日は騒音・振動の少ない作業を行います。
（3） 下記の場合には前記（１）、（２）にかかわらず作業を行うものとします。
1） 暴風雨・地震等の緊急時の安全維持作業
2） 道路交通法などにより、時間的に車両規制を受ける作業（所轄警察署等の指導に基づき行います。）
3） 交通渋滞・事故等の理由によりやむを得ない事情が生じた場合の作業
4） コンクリート打設等作業中断の難しい作業
２　騒音・振動防止について
施工に当たっては低騒音・低振動の建設重機・工法等を採用し、近隣の皆様に極力御迷惑をおかけしないよう努めます。
３　危険防止施設について
現場の周辺に仮囲い等を設置し、近隣の皆様及び通行人の方々に危険を及ぼすことのないよう十分な措置を講じます。
４　工事車両の管理について
工事車両の出入については、近隣の皆様への影響に留意した適切な運行管理を行い、歩行者及び一般車両の安全円滑な運行の確保に努めます。
５　現場周辺の清掃について
現場周辺の道路については、適時散水及び清掃を行い、土砂・ほこりの飛散の防止をいたします。


６　現場管理について
工事期間中、工事責任者が作業場周辺における安全対策・火災・風紀・事故等の防止・衛生環境の保持等、現場及び作業員の管理を厳正に行います。
７　周辺建物の保全について
施工に際し、周辺の建物等に損傷や危険を及ぼさないよう万全を期しますが、万一工事に起因して建物等に損傷を与えたときは、速やかに適切な処置を講じ、協議の上誠意をもって修復いたします。
また、被害発生のおそれがある家屋につきましては、工事着工前に当方の負担にて家屋調査を行い、互いに記録を保存します。
８　電波受信障害対策について
万一、本建物に起因してテレビ電波受信障害が発生した場合には、共聴施設等の適切な改善対策を当方の負担で実施いたします。
９　その他
（1） 上記以外に問題が生じた場合は、その都度協議の上誠意を持って問題解決にあたります。
（2） 工事中の連絡先については、現場事務所が決定次第改めてお知らせします。
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の説明
(１)　要望書の提出について（条例第１５条）
近隣関係住民は、対象事業の計画及び実施に関する要望書を標識設置の翌日から１４日以内（事業区域面積が０．３ヘクタール以上の場合は、２１日以内）に、対象事業者に提出することができます。
本計画の要望書の提出先は（住所・会社名・担当者名）
本計画の要望書提出期限は、平成〇年〇月〇日（曜日）となります。
(２)　見解の通知について（条例第１６条）
対象事業者は、近隣関係住民から要望書の提出があったときは、要望書の内容に対する見解を、書面により要望書を提出した者に通知します。
(３)　説明報告書の提出等について（条例１７条）
対象事業者は、近隣関係住民に要望書の内容に対する見解を書面で通知した後に、住民説明の内容・状況、要望・見解等を記載した説明報告書に説明に用いた図書を添付して市に提出します。また、説明報告書を提出したときは、速やかに、説明報告書提出日を標識に記載します。
(４)　台帳の作成及び縦覧について（条例第３１条）
対象事業者が提出した説明報告書に基づき、まちづくり局まちづくり調整課が台帳を作成し、その台帳はまちづくり調整課及び管轄の区役所企画課で縦覧できます。
(５)　意見書の提出等について（条例第１８条）
近隣関係住民は、説明報告書の内容についての意見書（次に掲げる事項を記載）を説明報告書提出日の翌日から起算して１４日以内に市に提出することができます。
提出先：〒210-8577　川崎区宮本町１番地　川崎市まちづくり局まちづくり調整課
ア　 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ　 対象事業の名称　　　　
ウ　 対象事業区域の位置
エ　 説明報告書の内容についての意見
市は、意見書の提出を受けたときは、意見書の写しを対象事業者に送付します。
この場合において、市は、対象事業者に対し、この条例に定める手続きが適切かつ円滑に行われるよう必要な指導及び助言をすることができます。

対象事業者は、市から意見書の写しの送付を受けたときは、意見書の内容についての見解を、書面により、市に提出するとともに、意見書を提出した者に通知します。
(６)　公共施設の管理者等との協議について（条例第１９条）
対象事業者は、市に説明報告書を提出した後、市の公共施設の管理者等と協議を行います。
(７)　承認について（条例第２０条）
対象事業者は、市の公共施設の管理者等との協議終了後、建築確認申請又は開発許可申請を行う日までに対象事業の条例の承認を受けるように努めなければなりません。
(８)　工事の着手の制限について（条例第２７条）
対象事業者及び対象事業に係る工事の請負人は、条例の承認を受けなければ、工事及び変更工事の着手ができないと定められています。
(９)　工事に関する協定について（条例第２８条）
対象事業者及び対象事業に係る工事の請負人並びに近隣関係住民は、工事中の紛争を予防し、安全で円滑な工事を行うため、対象事業に係る工事について、協定を締結するよう努めなければなりません。
(10)　専門的知識を有する者の派遣について（条例第３０条）
市は、近隣関係住民（１０名以上）から求められた場合で対象事業に係る都市計画、建築等に関する制度の理解を深めるため必要と認めるときは、当該制度に関する専門的知識を有する者を派遣します。

【建設計画についてのお問合せ先、要望書の提出先及び提出期限】





住所


　　会社名


　　電話番号　　　　　　　担当


　　ＦＡＸ


要望書の提出期限　　　平成○○年〇月〇日
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